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平成 29 年度「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーン 

にかかる御協力のお願い 

 

 平素より、労働基準行政並び学生生活に関する指導、助言に御協力を賜り、感謝申

し上げます。 

 さて、学生アルバイトをめぐる問題においては、各大学等において各都道府県労働

局（以下、「労働局」という。）とも連携し、適宜御対応いただいていると存じますが、

アルバイトに関するトラブルが引き続き発生しているところです。 

このため厚生労働省においては、平成 29 年度においても、特に多くの新入生がア

ルバイトを始める４月から夏休み前の７月までを実施期間として、「アルバイトの労

働条件を確かめよう！」キャンペーンを全国で展開することとしました（別添１）。 

つきましては、各大学等におかれましても、このキャンペーンの趣旨を十分に御理

解いただくとともに、下記について、御協力をお願いいたします。 

なお、本件につきましては、全国大学生活協同組合連合会を通じ各大学等生協にも

協力を依頼しておりますので、必要に応じ連携を図っていただきますようお願いしま

す。 

 都道府県専修学校各種学校主管課及び都道府県教育員会専修学校各種学校主管課

におかれては、所管又は所轄の専修学校等に対して、管下に専修学校を置く各国立大

学におかれては、管下の専修学校に対して、このことについて周知いただきますよう

お願いします。 



記 

 

１．リーフレット及びポスターの活用 

    キャンペーンに合わせて、厚生労働省においては各大学等に対し、リーフレ

ット（別添２）及びポスター（別添３）を送付します。新入学時の説明会・ガ

イダンス等での配布や新入学時に配布する冊子への掲載、これらを活用した説

明の実施、各大学等のホームページへの掲載、学内の掲示版への掲示等に御活

用いただき、学生への周知をお願いします。 

 

 ２．労働局による出張相談の活用 

キャンペーンでは、労働局が大学等に出張し、学生を対象とした相談対応を

実施することとしています。各大学等におかれては、出張相談を積極的に活用

いただくとともに、利用の際は、労働局とよく連携し、相談場所の提供や学生

への十分な周知等について、御協力をお願いします。 

なお、相談場所については、相談者のプライバシーに配慮した場所となるよ

う重ねて御協力をお願いいたします。 

 

 ３．総合労働相談コーナー等の周知 

各労働局及び各労働基準監督署においては、アルバイトを含む労働問題にワ

ンストップで相談できる「総合労働相談コーナー」や夜間や休日に無料で電話

相談できる「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610)を設置しています。 

キャンペーン期間中には、総合労働相談コーナー内に「若者相談コーナー」

を設け、学生への相談に重点的に対応することとしています。 

アルバイトでトラブルが発生した際に、学生自身が利用できるものですので、

各大学等から学生に対して、十分に周知をお願います。 

 

    （参考）総合労働相談コーナー 

      http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 

      全国の労働局・各労働基準監督署内などの 380 箇所に設置しています。 

 

また、厚生労働省では大学生等が利用できる労働法の普及啓発ツール等を運

用していますので、併せて周知をお願いします。 

①労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」 

 (http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/) 

 ※労働関係法令の基礎知識や相談窓口の情報を提供しています。 

 

②「e-ラーニングでチェック！今日から使える労働法～Let's study labor law～」 

(http:// laborlaw.mhlw.go.jp/) 



※スマートフォン等で労働法を簡単に学ぶことができる若者向けのｅ－ラ

ーニング教材です。 

 

  ４．その他（労働法制の普及に関する取組について） 

    キャンペーン実施時期に関わらず、各労働局においては、職員を講師として

派遣し、労働法制の普及に関する講義やセミナー等を行っています。各大学等

におかれては、積極的に本取組を活用されますようお願いします。（別添４） 

 

 

 

 

 

 

【本件連絡先】 

厚生労働省労働基準局労働条件政策課 

労働条件確保改善対策室 佐々木 

電話：０３－５２５３－１１１１（内線５５４５） 

F A X：０３－３５０２－２２１９ 

 

文部科学省 

高等教育局学生・留学生課 田才 

電話：０３－５２５３－４１１１（内線２５１９） 

F A X：０３－６７３４－３３９１ 

 

生涯学習政策局生涯学習推進課 

専修学校教育振興室 筒井 

電話：０３－５２５３－４１１１（内線２９３９） 

F A X：０３－６７３４－２９１５ 


